
 

住宅用火災警報器設置ついて 

消防法及び相模原市火災予防条例により、平成２３年６月１日から、すべ

ての住宅に住宅用火災警報器の設置が必要となりました。火災の発生を知

らせ、安全を守るために、住宅用火災警報器の設置をお勧めします。 

相模原市では、おおむね 65 歳以上で、要介護・要支援認定を受けている

など援護を要し、本人及び扶養義務者の市民税が非課税の世帯を対象とし

た給付制度があり、限度額内で購入費のうち９割分が相模原市より給付され

ます。詳しくは大野中地域包括支援センターまでお問い合わせ下さい。 

また、消防職員を名乗り、火災警報器設置を設置しないと罰せられると脅

迫する悪質な訪問販売などが発生しておりますが、罰則規定はなく、消防職

員が訪問販売をすることはございません。ご注意ください。 

 

お問い合わせ 大野中地域包括支援センター ☎ 758-8278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市消防局パンフレット 

「設置しましたか？」 

住宅用火災警報器 

 

平成 23 年 6 月 10 日 

大野中地域包括支援センター 

第 11 号 

 

 

 

 

 

認知症サポーター養成講座を開催しました。 

 ５月２１日（土）、大沼公会堂にて、 

認知症サポーター養成講座を開催いたしました。 

 認知症についての説明や、特有の症状などに 

ついて講義を行なっています。参加者には 

認知症サポーターの証となるオレンジリングを 

お渡ししています。 

 今後も地域内各地で認知症サポーター養成講座を 

開催していく予定です。 

 

元気アップシニア事業についてのお知らせ。  

 相模原市からのアンケートで運動・栄養・物忘れ・認知症・うつなどについての質問 

にお答えいただくと、結果に応じて、介護予防の為の教室のご紹介や、生活上のアドバ 

イスをさせていただくことがあります。該当される方には地域包括支援センター職員 

より直接お電話にて連絡させていただきますので、よろしくお願い致します。 

 

ご相談をお待ちしております。 

 

大野中地域包括 
支援センター 
 

042-758-8278 
 
 

 

 

ひとくちメモ � 
 

 大 野 中 地 域 の情 報 を掲 載 した 

「大 野 中 地 域 福 祉 ガイド」を制 作 中 です。 

７月 以 降 、発 行 する予 定 となっております。 

ご希 望 の方 は、大 野 中 地 域 包 括 支 援 セン

ターまでお声 かけ下 さい。 

 


